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先日、私の生活する地域で「どんど焼き」が行われました。地域の伝統文化として大切に受

け継がれてきた行事の一つです。子供たちが、門松やしめ縄、それに書初め等を回収するため

に各戸を巡り、集めたものを公民館近くの「田んぼ」で焼きました。その実施方法は地域によ

り差異はありますが、無病息災や子供の健やかな成長を願うという点は共通しているようです。  

「学校いじめ防止基本方針」を改訂しました 

昨年の１１月に「山梨県いじめ防止等のための基本的な方針」が改訂されました。それ

に伴い、本校の「学校いじめ防止基本方針」も改訂しました。改訂した本基本方針につい

て、保護者の方々に説明する機会を設ける必要があります。そこで、２月１０日（月）に

開催される学年 PTA総会の折に、校長より説明させていただきます。 

なお、来年度本校へ入学予定の生徒保護者に対しては、１月２４日（金）に開催される

新入生説明会において、一足早く説明させていただきます。 

 

【改訂の主なポイント】 

１ いじめ問題への対応の強化 

  ①いじめを受けた児童生徒の安全・安心の確保 

②学校いじめ防止基本方針の策定・公開・説明の徹底 

③保護者との連携 

④いじめ早期発見のための対策 

２ 警察との連携の徹底 

３ いじめ重大事態への適切な対応 

 

 

■「令和７年度教育課程作成」について 

現在、令和７年度の教育課程の編成を進めています。教育課程とは、学校教育の目的や

目標を達成するために、学習指導要領に従い、教育内容や授業時数などを明記した教育計

画のことです。 

来年度は、教科書が全面改訂されるため、教育課程の大幅な変更が求められます。更に、

気候等の学習環境に対する授業内容（活動）の適否、授業時数の確保等を総合的に考え編

成しています。 

＜令和６年度からの主な変更点＞ 

〇白藤祭 文化（発表）部門の縮小    〇第２学年宿泊学習を１０月実施に変更 

〇９月から支部新人戦までの完全下校時刻を１７時４５分から１７時３０分に変更 

 １２月の完全下校時刻を１６時３０分から１６時１５分に変更 

本件に関しては、２月１０日（月）に開催される学年 PTA 総会の折に、校長より改め

て説明させていただきます。 
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■スクールカウンセラーの活用について 

既に年度初めの文書によってお知らせしてある通り、本校では毎週木曜日（原則）にス

クールカウンセラーの山﨑 直（なおし）氏が来校し、「いじめ」や「不登校」等を始め

とする教育相談を行っています。カウンセリングを希望する生徒への対応を始め、既に昨

年度に引き続き、本年度も全校生徒との個別面談を実施しています。 

教育相談に関して、その対象は生徒並びに職員だけではなく、保護者もその対象となっ

ています。子育てに関する相談を始め、カウンセリングを希望する方は、お気軽に学校へ

ご連絡ください。 

なお、相談内容は相談者本人の了解がなければ、他者が知ることは決してありません。

このことは、相談者が生徒の場合であっても同様です。 

 

■「校則の見直し」について（その２） 

前号において「校則の見直し」についてお伝えしました。この「校則の変更」に関して、

開始日（発効日）について十分理解が図られていない部分がありました。そこで、改めて

お知らせします。開始日（発効日）は、見直しが承認された総会の翌日、令和６年１２月

１１日とします。このことは、昨日（１６日）の給食時に、生徒会長により全校生徒に対

して改めて周知されました。 

校則の具体的な見直し内容については、前号でもお伝えした通り、生徒総会の議案書（Ｐ

６）を参考にして、お子様と確認して（語り合って）ください。それを通して、様々な疑

問が生じるかもしれません。そのような時には、その疑問を改めて話し合い、より良いも

のに変えていけばよいと考えます。この流れ（活動）こそが、３学期の始業式で、私が生

徒に伝えた「自分事として考えることの大切さ」につながると思います。 

 

■「部活動改革（地域連携等）に伴う学習指導要領の見直し」について 

既に各種報道等でご存じの方も多いかと思いますが、昨年の１０月に文部科学省より「部

活動改革に伴う学習指導要領解説の見直し」について発表されました。主な見直し内容は

以下の通りです。なお、詳細をお知りになりたい方は、文部科学省の HPをご覧ください。 

〇学校と地域クラブとの連携の推進 

〇地域クラブ活動の位置づけ（学校外の活動）や教育的意義の明確化 

〇地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容を生徒・保護者に周知 

本校の部活動に関しては、北杜市の部活動方針に従い「長坂中学校部活動に係る活動方

針」（本校 HP に掲載）を作成し、それに則り活動しています。練習場所や活動時間等、

部活動に関して気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。 

「教育に関するアンケート」へのご協力 ありがとうございました 

前号においてお願いした本件に関するご対応、ありがとうございました。多くのご家庭

よりご回答いただくことができました。現在は、結果の分析並びに今後の対応についてま

とめている段階です。なお、お寄せいただいたご要望やご質問に対しては、先日校長が電

話にて対応させていただきました。直接言葉を交わすことによって改善方法を見出したり、

あるいは理解を深めたりすることができました。また、ご要望や質問とは別に、励ましに

言葉も数多く頂戴しました。その言葉を胸に刻み、今後も本校職員、一丸となって教育活

動に邁進してまいります。本当にありがとうございました。 


